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保険証の取り扱いが変わります
12 月２日（月）から お手元の保険証は

引き続き使えます

  令和６年 12 月 2 日より、従来の紙の保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証並びに限度額適用
認定証（この 3 証を以下、「保険証等」という。）は新たに発行されなくなり、「マイナンバーカード（マ
イナ保険証）」又は「資格確認書」を基本とする仕組みに移行します。

※令和６年 12 月 1 日までに交付された国民健康保険又は後期高齢者医療の保険証等は、住所や負担
割合等に変更がない限り有効期限（最長で令和７年７月 31 日）まで、お使い頂けます。なお、お持
ちの保険証等やマイナ保険証が有効である期間は原則、「資格確認書」は交付されません。

　「マイナンバーカード（マイナ保険証）」をお持ちでない方に交付される、紙の保険証等の代わりと
なるものが　「資格確認書」となります。
　この「資格確認書」で引き続き、保険を適用した医療を受けることができます。

＜資格確認書とは？＞

  国民健康保険及び後期高齢者医療における対応は下記のとおりとなります。
【令和6年12月2日から保険証等の有効期限（令和７年７月31日）までの対応】
（マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方）
　　　　①マイナンバーカードまたはお持ちの保険証等で医療機関を受診して頂くこととなります。
　　②保険証等を紛失したときには、保険資格の情報を記載した「資格情報のお知らせ」を
　　　交付いたします。
　　※「資格情報のお知らせ」は保険証等の代わりにはならないため、紛失後はマイナンバー
　　　カードで医療機関を受診して頂くこととなります。
　　③マイナンバーカードを紛失したときには、「資格確認書」を交付いたします。

（マイナンバーカードをお持ちでない方、または保険証利用登録を行っていない方）
　　　　①お手元にある保険証等で医療機関を受診して頂くこととなります。
　　②保険証等を紛失したときには、「資格確認書」を交付いたします。

（共通の対応）
　　①国民健康保険または後期高齢者医療に新しく加入された方には、「資格確認書」を
　　　交付いたします。
　　②住所や負担割合などの保険情報に変更があった方には、「資格確認書」を交付いたします。

お問い合わせ先
【保険証等に関すること】
　保健福祉課 国保係（1 階 9 番窓口）
　☎ 0152-77-8379（直通）

【マイナンバーカードの申請等に関すること】
  保健福祉課 戸籍年金係（1 階 8 番窓口） 　
  ☎ 0152-77-8378（直通）
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